
別記様式（第4条関係）

　鉾田市長　様

住　所

氏　名 印

8 年 4 月 1 日 から

10 年 3 月 31 日 まで

一般廃棄物処理業許可

浄化槽清掃業許可

※市役所処理欄

1日あたり割り当て台数以内

鉾 田 市 廃 棄 物 の 処
理 及 び 清 掃 に 関 す
る条例施行規則第４
条の許可年月日及び
許 可 番 号

及 び 登 録 番 号 等

バキューム車　（2ｔ）水戸800あ12-34 ・（3ｔ）水戸800か23-45

　           （4ｔ）水戸800あ34-56 ・ 水戸800か45-67

運 搬 車 両 の 種 類

鉾田市指令第　　　号

鉾田市指令第　　　号

令和　 年　 月 　日

令和　 年　 月 　日

し尿処理施設搬入許可申請書

令和 〇年 〇月 〇日

株式会社　鉾田廃棄物処理
代表取締役　鉾田　太郎

搬入する処理施設名 汚泥再生処理センター　エコパーク鉾田

令和

令和
期 間

茨城県鉾田市鉾田1444番地1

そ の 他 必 要 事 項

受 付 欄 制 限 又 は 条 件

　裏面搬入許可条件を厳守すること。

搬 入 量

【 正 】

申請者

記載例



搬入するし尿及び浄化槽汚泥が、許可区域以外のものであるとき。

登録車両以外を使用したとき。

ただし、登録車両の点検整備又は故障等により、登録車両以外を使用するときは、事前に

協議するものとする。

管理上支障があると認めたとき。

その他、市長が不適当と認めたとき。

許可事項に違反したとき。

その他、市長が不適当な行為であると認めたとき。

午前9時 から 午後4時30分 まで

ただし、市長は特別の事由があると認めたときは、搬入時間を変更することができる。

1日の搬入台数は割り当て台数を厳守し、変更が生じる場合は、その都度協議すること。

し尿及び浄化槽汚泥の運搬にあたっては、それが飛散し及び流出しないようにすること。

管理者が定める場所以外に車両を乗り入れないこと。

管理者が定める場所以外で火気を使用しないこと。

その他管理者が、エコパークの保安上又は、管理上必要と認めて指示する事項。

　 

（１）

（１）

（２）

（３）

（４）

汚泥再生処理センター　エコパーク鉾田 搬入許可条件

 　エコパークに搬入するものは、次の各号に掲げる事項を厳守すること。

　 エコパークへのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は次のとおりとする。

（１）

１． 許可制限

２．許可の取消し又は一時停止

３． 搬入時間

４． 搬入者の遵守事項

　 次の各号に該当するときは、特段の理由がある場合を除き、汚泥再生処理センター エコパーク
鉾田（以下「エコパーク」という。）へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入は認めない。

　 次の各号に該当するときは、搬入の許可を取消し又は一時停止する。

（１）

（２）

（２）

（３）

（４）

（５）



別記様式（第4条関係）

　鉾田市長　様

住　所

氏　名 印

8 年 4 月 1 日 から

10 年 3 月 31 日 まで

一般廃棄物処理業許可

浄化槽清掃業許可

※市役所処理欄

鉾生第 号

上記申請を許可する。

鉾 田 市 長　　井　川　茂　樹

期 間
令和

令和

し尿処理施設搬入許可申請書

令和 〇年 〇月 〇日

株式会社　鉾田廃棄物処理
代表取締役　鉾田　太郎

茨城県鉾田市鉾田1444番地1

【 副 】

受 付 欄

　裏面搬入許可条件を厳守すること。

制 限 又 は 条 件

令 和 年 月 日

運 搬 車 両 の 種 類 バキューム車　（2ｔ）水戸800あ12-34 ・（3ｔ）水戸800か23-45

及 び 登 録 番 号 等 　           （4ｔ）水戸800あ34-56 ・ 水戸800か45-67

そ の 他 必 要 事 項

申請者

搬 入 量 1日あたり割り当て台数以内

鉾 田 市 廃 棄 物 の 処
理 及 び 清 掃 に 関 す
る条例施行規則第４
条の許可年月日及び
許 可 番 号

令和　 年　 月 　日 鉾田市指令第　　　号

令和　 年　 月 　日 鉾田市指令第　　　号

搬入する処理施設名 汚泥再生処理センター　エコパーク鉾田

記載例



搬入するし尿及び浄化槽汚泥が、許可区域以外のものであるとき。

登録車両以外を使用したとき。

ただし、登録車両の点検整備又は故障等により、登録車両以外を使用するときは、事前に

協議するものとする。

管理上支障があると認めたとき。

その他、市長が不適当と認めたとき。

許可事項に違反したとき。

その他、市長が不適当な行為であると認めたとき。

午前9時 から 午後4時30分 まで

ただし、市長は特別の事由があると認めたときは、搬入時間を変更することができる。

1日の搬入台数は割り当て台数を厳守し、変更が生じる場合は、その都度協議すること。

し尿及び浄化槽汚泥の運搬にあたっては、それが飛散し及び流出しないようにすること。

管理者が定める場所以外に車両を乗り入れないこと。

管理者が定める場所以外で火気を使用しないこと。

その他管理者が、エコパークの保安上又は、管理上必要と認めて指示する事項。

（１）

　 次の各号に該当するときは、搬入の許可を取消し又は一時停止する。

（１）

（２）

３． 搬入時間

　 エコパークへのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は次のとおりとする。

２．許可の取消し又は一時停止

汚泥再生処理センター　エコパーク鉾田 搬入許可条件

１． 許可制限

　 次の各号に該当するときは、特段の理由がある場合を除き、汚泥再生処理センター エコパーク
鉾田（以下「エコパーク」という。）へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入は認めない。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（３）

（４）

４． 搬入者の遵守事項

 　エコパークに搬入するものは、次の各号に掲げる事項を厳守すること。

（１）

（２）



別記様式（第4条関係）

　鉾田市長　様

住　所

氏　名 印

2 年 4 月 1 日 から

4 年 3 月 31 日 まで

一般廃棄物処理業許可

浄化槽清掃業許可

※市役所処理欄

搬入する処理施設名 大洋サニタリーセンター

期 間
令和

令和

搬 入 量 1日あたり割り当て台数以内

【 正 】

し尿処理施設搬入許可申請書

令和 〇年 〇月 〇日

申請者

株式会社　鉾田廃棄物処理
代表取締役　鉾田　太郎

茨城県鉾田市鉾田1444番地1

及 び 登 録 番 号 等 　           （4ｔ）水戸800あ34-56 ・ 水戸800か45-67

そ の 他 必 要 事 項

受 付 欄 制 限 又 は 条 件

鉾 田 市 廃 棄 物 の 処
理 及 び 清 掃 に 関 す
る条例施行規則第４
条の許可年月日及び
許 可 番 号

令和　 年　 月 　日 鉾田市指令第　　　号

令和　 年　 月 　日 鉾田市指令第　　　号

運 搬 車 両 の 種 類 バキューム車　（2ｔ）水戸800あ12-34 ・（3ｔ）水戸800か23-45

　裏面搬入許可条件を厳守すること。

記載例



搬入するし尿及び浄化槽汚泥が、許可区域以外のものであるとき。

登録車両以外を使用したとき。

ただし、登録車両の点検整備又は故障等により、登録車両以外を使用するときは、事前に

協議するものとする。

管理上支障があると認めたとき。

その他、市長が不適当と認めたとき。

許可事項に違反したとき。

その他、市長が不適当な行為であると認めたとき。

午前9時 から 午後4時00分 まで

ただし、市長は特別の事由があると認めたときは、搬入時間を変更することができる。

1日の搬入台数は割り当て台数を厳守し、変更が生じる場合は、その都度協議すること。

し尿及び浄化槽汚泥の運搬にあたっては、それが飛散し及び流出しないようにすること。

管理者が定める場所以外に車両を乗り入れないこと。

管理者が定める場所以外で火気を使用しないこと。

その他管理者が、サニタリーセンターの保安上又は、管理上必要と認めて指示する事項。

　 

「サニタリーセンター」という。）へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入は認めない。

（１）

（２）

（３）

（４）

大洋サニタリーセンター 搬入許可条件

１． 許可制限

　 次の各号に該当するときは、特段の理由がある場合を除き、大洋サニタリーセンター（以下

（１）

４． 搬入者の遵守事項

 　サニタリーセンターに搬入するものは、次の各号に掲げる事項を厳守すること。

（１）

（２）

（３）

２．許可の取消し又は一時停止

　 次の各号に該当するときは、搬入の許可を取消し又は一時停止する。

（１）

（２）

３． 搬入時間

　 サニタリーセンターへのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は次のとおりとする。

（４）

（５）



別記様式（第4条関係）

　鉾田市長　様

住　所

氏　名 印

2 年 4 月 1 日 から

4 年 3 月 31 日 まで

一般廃棄物処理業許可

浄化槽清掃業許可

※市役所処理欄

鉾生第 号

上記申請を許可する。

鉾 田 市 長　　岸　田　一　夫

搬入する処理施設名 大洋サニタリーセンター

期 間
令和

令和

搬 入 量 1日あたり割り当て台数以内

【 副 】

し尿処理施設搬入許可申請書

令和 〇年 〇月 〇日

申請者
株式会社　鉾田廃棄物処理
代表取締役　鉾田　太郎

茨城県鉾田市鉾田1444番地1

及 び 登 録 番 号 等 　           （4ｔ）水戸800あ34-56 ・ 水戸800か45-67

そ の 他 必 要 事 項

受 付 欄 制 限 又 は 条 件

鉾 田 市 廃 棄 物 の 処
理 及 び 清 掃 に 関 す
る条例施行規則第４
条の許可年月日及び
許 可 番 号

令和　 年　 月 　日 鉾田市指令第　　　号

令和　 年　 月 　日 鉾田市指令第　　　号

運 搬 車 両 の 種 類 バキューム車　（2ｔ）水戸800あ12-34 ・（3ｔ）水戸800か23-45

　裏面搬入許可条件を厳守すること。

令 和 年 月 日

記載例



搬入するし尿及び浄化槽汚泥が、許可区域以外のものであるとき。

登録車両以外を使用したとき。

ただし、登録車両の点検整備又は故障等により、登録車両以外を使用するときは、事前に

協議するものとする。

管理上支障があると認めたとき。

その他、市長が不適当と認めたとき。

許可事項に違反したとき。

その他、市長が不適当な行為であると認めたとき。

午前9時 から 午後4時30分 まで

ただし、市長は特別の事由があると認めたときは、搬入時間を変更することができる。

1日の搬入台数は割り当て台数を厳守し、変更が生じる場合は、その都度協議すること。

し尿及び浄化槽汚泥の運搬にあたっては、それが飛散し及び流出しないようにすること。

管理者が定める場所以外に車両を乗り入れないこと。

管理者が定める場所以外で火気を使用しないこと。

その他管理者が、サニタリーセンターの保安上又は、管理上必要と認めて指示する事項。

「サニタリーセンター」という。）へのし尿及び浄化槽汚泥の搬入は認めない。

（１）

（３）

（４）

大洋サニタリーセンター 搬入許可条件

１． 許可制限

　 次の各号に該当するときは、特段の理由がある場合を除き、大洋サニタリーセンター（以下

（２）

（４）

（５）

（１）

４． 搬入者の遵守事項

 　サニタリーセンターに搬入するものは、次の各号に掲げる事項を厳守すること。

（１）

（２）

（３）

２．許可の取消し又は一時停止

　 次の各号に該当するときは、搬入の許可を取消し又は一時停止する。

（１）

（２）

３． 搬入時間

　 サニタリーセンターへのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は次のとおりとする。



様式第2号（第2条関係）

　鉾田市長　様

住　所

氏　名 印

（法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者名）

車 両 器 材 の
バキューム車（2ｔ）　1台　・（3ｔ）1台　・（４ｔ）2台

種 類 及 び 数 量

従 業 員 の 数 5人

営 業 区 域 鉾田市　〇〇　地区

添付書類

1.　浄化槽の清掃に関する講習の修了書の写し

2.　別記様式　し尿処理施設搬入許可申請書

営 業 所 の 所 在 地 茨城県鉾田市鉾田1444番地1

住 所 茨城県鉾田市鉾田1444番地1

氏 名

株式会社　鉾田廃棄物処理
代表取締役　鉾田　太郎

（法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者名）
（個人にあっては、生年月日を記載）

年　 　月　 　日 生

浄化槽清掃業許可申請書

令和 〇年 〇月 〇日

株式会社　鉾田廃棄物処理
代表取締役　鉾田　太郎

　浄化槽法第35条第1項の規定により，浄化槽清掃業の許可を受けたいので次のとおり申請いたします。

茨城県鉾田市鉾田1444番地1

記載例



斜め前方

斜め後方

※　車両のナンバー及び車両側面の許可業者名が分かるように撮影すること。

車両写真貼付用紙 記載例


